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告 示

北海道告示第６８０号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 随意契約に係る特定役務の名称（１人工当たりの単価）及び調達数量
番号制度に係る道税総合情報処理システム改修委託業務 ３０．０人工

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２６年９月２６日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社ＨＢＡ
� 住 所 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８
４ 随意契約に係る契約金額
５２２，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部財政局税務課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第６８１号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第６条第１項の規定により、特定有害物質によっ
て汚染されており、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必
要な区域（以下「要措置区域」という。）を次のとおり指定する。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 要 措 置 区 域
室蘭市八丁平１丁目２６番１、３１番１、６２番の一部及び６４番の一部（次の図のとおり）

２ 特定有害物質の種類
水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物

３ 当該要措置区域において講ずべき指示措置
盛土
（理由）
土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合していないため
（「次の図」は省略し、その図面を北海道環境生活部環境局環境推進課に備え置いて縦覧
に供する。）

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話 ０１１－２０４－５０３５
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北海道告示第６８２号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によっ
て汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域
（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 形質変更時要届出区域 室蘭市八丁平１丁目２６番１、３１番１、６２番の一部及び６４番の

一部（次の図のとおり）
２ 特定有害物質の種類 水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物
（「次の図」は省略し、その図面を北海道環境生活部環境局環境推進課に備え置いて縦覧
に供する。）

北海道告示第６８３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、空知川上流土地改良区
から、次のとおり役員の就任の届出があった。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２６．９．１９ 理 事 宮 元 康 彰 富良野市字山部西２０線１５番地

北海道告示第６８４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２６年９月１９日、篠
津中央土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第６８５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程を認可した。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
土地改良区名 土 地 改 良 施 設 名 管 理 規 程 の 概 要
北海土地改良区 宝 池 ダ ム 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 三の沢上志文第１ダム 同

同 三の沢上志文第２ダム 同
同 ヌ ッ パ の 沢 ダ ム 同
同 小 野 の 沢 ダ ム 同
同 前 田 の 沢 ダ ム 同
同 千 代 谷 ダ ム 同
同 一 の 沢 ダ ム 同
同 二 の 沢 ダ ム 同
同 光 珠 内 溜 池 同
同 一 の 沢 溜 池 同
同 金 志 溜 池 同
同 蔭 の 沢 溜 池 同

北海道告示第６８６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の変更を認可した。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
土地改良区名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
北海土地改良区 幌 向 ダ ム 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 ２ 号 溜 池 同
同 ３ 号 溜 池 同
同 聖 化 溜 池 同
同 共同の沢溜池 同
同 仙太郎の沢溜池 同
同 鈴木の沢溜池 同
同 岡本の沢溜池 同

北海道告示第６８７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の廃止を認可した。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
土地改良区名 土地改良施設名 廃 止 し た 管 理 規 程 の 概 要
北海土地改良区 宝 池 貯 水 池 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 ヌッパの沢溜池 同
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同 小野の沢溜池 同
同 前田の沢溜池 同
同 光珠内貯水池 同
同 一の沢貯水池 同
同 蔭の沢貯水池 同

北海道告示第６８８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２６年１０月１５日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所

きよ れき

美 幌 田 中 客土、暗渠排水、区画整理、除礫 北海道オホーツク総合振興局
端野豊北第２ 農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、客土、暗渠排水、農用地改良保全 同
網走南部東 畑地帯総合整備［担い手支援型］（区画整理、暗渠排水、土層改良） 同

北海道告示第６８９号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域の箇所番号
マカナイ川（�－１３－００９０）

２ 土砂災害警戒区域の表示
余市郡仁木町銀山（次の図のとおり）

３ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流
（「次の図」は省略し、その図面を北海道後志総合振興局小�建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

北海道告示第６９０号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。

平成２６年１０月１０日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�塩谷２丁目２（�－１－１６－５５３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市塩谷２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
小�塩谷２丁目３（�－１－１７－５５４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
小�市塩谷２丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道後志総合振興局小�建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

北海道告示第６９１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び北海道オホーツク総合振興
局網走建設管理部に備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 紋別興部線 紋別郡興部町字豊畑１２番１地先から Ｈ２６．１０．１０

同郡興部町字豊野７４９番５地先まで

北海道告示第６９２号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置いて、一般の縦覧
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に供する。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 函館圏都市計画区域区分に係る事項
� 都 市 計 画 の 種 類 区域区分
� 都市計画を定めた土地の区域
ア 市街化調整区域から市街化区域に変更する土地の区域
函館市浅野町の一部

イ 市街化区域から市街化調整区域に変更する土地の区域
なし

（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）
２ 函館圏都市計画臨港地区に係る事項
� 都 市 計 画 の 種 類 臨港地区
� 都市計画を定めた土地の区域
ア 追加する土地の区域
函館市浅野町の一部

イ 除外する土地の区域
なし

（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

北海道告示第６９３号

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１５条の６第３項において準用する同法第１０条の６第
２項の規定により、北海道指定試験機関の住所並びに二級建築士試験事務及び木造建築士試
験事務を行う事務所の所在地の変更の届出があった。
平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 北海道指定試験機関の名称
公益財団法人建築技術普及センター

２ 変更後の北海道指定試験機関の住所
東京都千代田区紀尾井町３番６号

３ 変更後の二級建築士試験事務及び木造建築士試験事務を行う事務所の所在地
東京都千代田区紀尾井町３番６号

４ 変更の年月日
平成２６年８月１８日

北海道告示第６９４号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正し、平成２６年１２月１日から施行する。

平成２６年１０月１０日

北海道知事 高 橋 はるみ

２ 売りさばき人の項株式会社北海道銀行の事項中「同 栗山支店」を「同同
栗山支店
栗山支店由仁町役場派出所」に改める。

総合振興局告示及び振興局告示

北海道オホーツク総合振興局告示第１１１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２６年１０月１０日

北海道オホーツク総合振興局長 森 田 良 二

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

牽引式リール巻取散水機ほか１２品目 全７９点

２ 落札を決定した日

平成２６年９月２９日

３ 落札者の氏名及び住所

� 氏 名 緑産株式会社

� 住 所 神奈川県相模原市中央区田名３３３４番地の５

４ 落札金額

２１，２６５，２００円

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２６年８月１５日付け北海道オホーツク総合振興局告示第９７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課

� 所在地 網走市北７条南３丁目

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第４３０号
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次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年１０月１０日

北海道警察本部長 室 城 信 之
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� 重油 ＪＩＳ１種１号 ７４，０００リットル
� 重油 ＪＩＳ１種２号 ２３４，５００リットル
２ 落札を決定した日
平成２６年９月１９日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 なかせき商事株式会社
� 住 所 稚内市中央５丁目２番３１号
４ 落札金額
� ８２．５円
� ８２円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年８月８日付け北海道警察本部告示第３４８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道警察本部総務部会計課
� 所在地 札幌市中央区北２条西７丁目
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